
今、「脱法シェアハウス」という通称で居住環境的に問題がある物件がメディアを賑わせていますが、これに対し

て居住性能や火災等安全性を鑑み、2013年9月13日、国土交通省から「違法貸しルーム対策に関する通知につい

て」が出されました。これによると、違法貸しルームとは「多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法

違反の疑いのある建築物」であるとし、全国の特定行政庁宛に立ち入り調査や是正指導を推進し、マンション関連団体に

は管理組合に対応にかかる周知する旨を通知しています。なお、これら「貸しルーム」を「寄宿舎」と見なすことについて

は、「従来からの建築基準法の考え方を改めて示したものであり、解釈に新たに変更を加えるものではない」としていま

す。貸しルームとして提供されている居室が、居室の採光（建築基準法第28条第1項）、建築物の間仕切壁（建築基準法施

行令第114条第2項）等の規定を満たすことが必要であるとしています。これらはマンションだけでなく、事務所、倉庫等

の居住以外の用途と称して間仕切り等で区画された空間を利用しているものも含むとしています。（参考URL：http://ww

w.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html）

実、首都圏のメディアで報じられた「脱法シェアハウス」と呼ばれる物件には、安全性、居住性ともに問題とみられ

るものが散見されるようです。これらの居住性を確保していくことは重要なことと思われます。都住研ニュースで

もこれまでシェアハウスを紹介してきていますが、京都市内では大規模町家を活用した、まさにストック活用の事業性の

可能性を示すものや入居者相互の交流や地域との交流を通じた新しい人間関係、新しい家族像を示す「新しい居住文

化発信」の拠点となっている所も少なくありません。クリエイターの移住先として選択されているケースもあり、新たな

文化創造の可能性を含む「多様な住文化の芽」でもあり、芽生えているのです。

れでは、今回の通達を受けてどういった影響があるのでしょうか。防火関連規定を適えるためにシェアハウスを供

給するコストが向上し、多様な担い手によって供されていた市場が縮小する可能性があります。本来マネジメント

にコストをかけることで差別化・快適性を確保していたシェアハウスが、ハード面にコストがかかることで、そのマネジメン

トの質の低下ばかりか事業課を断念されることが懸念されます。多様な住文化の芽に水を差す恐れもあります。

回の通達は、全国一律に、そしてハードを対象に出されたものです。さらに共同住宅では緩和される消防設備の緩

和が適用されないなど、疑問も残ります。一方京都では、京町家の保全・再生を目的に、安全性を担保するマネジ

メントや地域まちづくりとの関係性を要件に、既存不適格建築物から地域の資産として活用されるような法規制の運用

も始まっています。このように、地域ごとの特性に応じた運用の必要性が生じてきている中、シェアハウスについても地

域性に応じて規制・誘導する必要があるのではないでしょうか。

えて、「貸しルーム」と多様な住文化が育ちつつある「シェアハウス」では、事業の目的や事業者のあり方が根本的

に異なっています。前者はより安価に多数の入居者を確保することを目的とし、後者は共同性を重視し、リビング

やキッチンなどをシェアすることで日常生活を豊かに送ることを目的に供されています。この違いを踏まえ、事業者や

事業の仕組みに応じた規制を導入し、さらにその運用にあたっては、地方公共団体とその事業者の「信頼性」「住民の便

益性」に担保された展開をすることで、ストックを活用したより豊かな居住性を有する建築が供給されることが期待され

るのではないでしょうか。

第20期を迎え、都住研の新会長代行・新事務局長と

新体制で進めて参ります。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。
会長代行 西村 孝平 事務局長 高木 伸人
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第５６回定例会
■日 時：2013年９月１３日（金）18:30～
■場 所：ひと・まち交流館 京都
■参加者：４８名
■後 援：(財)京都市景観・まちづくりセンター

※京安心すまいセンタータイアップ事業

「フローからストックへ」といわれて久しく、良質なストック整備を進

める「長期優良住宅」の普及も進みつつあります。そして、京町家をは

じめとした木造家屋やオフィスビル、マンションのリノベーションも進め

られており、ストックを現代的生活に見合う快適性を備え、かつ文化・歴

史的な文脈をもたせた利用が各所で見られるようになっています。

一方、京都の路地奥の長屋に象徴されるように、豊かなコミュニテ

ィが今なお受け継がれている建築ストック群も存在しますが、しかしな

がら防災等既存不適格建築物の問題が存在しています。これらは細分

化された土地所有者により資産として保持されており、「連担建築物

設計制度」（第86条第2項）などが手法として構築されていますが、実

施例は多くはありません。

コミュニティや歴史・文化などの良質なストックを生かしつつ、耐震性

や避難経路など安心・安全上で課題のある環境を改善していくこと

が、京都の市街地では重要な課題となっています。これを解決してい

く手法はあるのでしょうか。全国で取り組まれた同様な開発の事例を

学びつつ、都心部、そして郊外部の土地更新のあり方を考えることを

目的に開催しました。

既存不適格、違反建築に生き残る道はあるのか？
～ゲーテッド・コミュニティによるタウンマネジメントの提案～

講 師：竹井 隆人 氏（株式会社都市ガバナンス研究所 代表）

■〈まちづくり〉と政治

政治の基礎にあるのは「社会をつくる」と

いうことであり、それは集団的意思決定にも

置き換えられます。近年、この「まちづくり＝

政治」の最良のツールとして〈コミュニティ〉が

もてはやされてきましたが、私はその指し示

す「仲良し」を基調とする社会関係の組成手

法よりも政治的にそれを組成していくことが

より重要だと主張してきました。

〈まちづくり〉と政治の接点ですが、政治と

は、「社会をつくる」ことです。そして「社会を

つくる」こととは、共同性、つまり集団的合意

をなすことです。人間は一人では生きていけ

ず、社会を組成しますが、そのためには集

団的合意が必須となります。政治というと永

田町の政争劇を思い浮かべる方が多いでし

ょうが、あらゆる人が人として生まれ落ちたと

きから社会の中に生きていくため、集団的合

意、つまり政治とは切っても切れないので

す。家族のような親密な関係を除けば、他人

と合意を形成しなければいけない最小の政

治の舞台は〈まち〉であり、だからこそ私は

〈まち〉の政治、すなわち〈まちづくり〉に関心

を抱いてきたのです。

■既存不適格・違反建築

今回はこの既存不適格・違反建築につい

ての救済策の提起を依頼されましたが、な

かなか難しい命題です。まず、「既存不適

格」については、当時の法規に合致した建

築物でしたが、その後の改正による新法規

に対応できていないものです。京都では京

町家などが代表的ですが、近年はその救済

も成され、改修の認可なども進んでいます。

一方、「違反建築」は当時の法規に違反した

建築物であり、これについて救済はありませ

ん。まずは接道不良から「合法化」していく

道を探ってみたいと思います。

■接道不良の合法化

現在の合法化の策は大きくは次の 2 つで

しょう。まず「二項道路」で、「みなし道路」。

幅員 4m 未満のため道路法等上の道路で

はありませんが、建築基準法施行前（昭和

25 年）から使用され、行政が指定したものを

道路とみなしますが、建替え時には、道路中

心線から 2m セットバックが要件となります。

もう一つが「位置指定道路」です。これは幅

員４ｍ以上あっても道路法等上の道路でな

いものを、行政が建築基準法上の道路とし

て認定する私道のことです。これらの接道不

良対策については、とくに袋路の場合、近

年、細街路対策が進み、４ｍ以上について

は位置指定道路として対応することが可能と

なり、４ｍ未満についても戦前から立ち並ん

でいるものについては二項道路として対応さ

れます。しかし、位置指定道路については、

４ｍ未満にものについては対応できていませ

んし、戦後に開発された４ｍ未満の袋路に

ついては対応できる制度が今のところありま

せんので、京都に多く残る細街路の抜本的

解決には至らないでしょう。

■ゲーテッド・コミュニティ

私はこの打開策としてゲーテッド・コミュニ

ティを提起したいと思います。この写真のは

アメリカのある高級住宅地のゲートです。踏

切のような遮断機があり、道路からの通行が

ここで止められます。入居者や関係者等の

証明があれば通れます。ここをゲートとして、

ほかはフェンスや壁などで封鎖された〈まち〉

です。全米ではとても流行っています。日本

では「城郭都市」等といわれて紹介されます

が、たとえば写真の全米随一とされるゲーテ

ッド・コミュニティは住宅が 2 万戸以上もあ

り、それぞれが 100 万ドル以上する邸宅が
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並ぶ高級住宅地です。この住宅地の中心部

には写真のようにゴルフコースがあります。

ただ、日本でも有名なハーバード大学のサ

ンデル氏はこの事象について、「富裕層の

住宅地であり、格差社会を助長する」と非難

しています。そして日本でも同様な主張する

学者や風潮があると思います。

日本でも同様なものを作りたいという機運

をもってきましたが、現状では分譲マンション

でしかできていません。戸建て住宅群や既

成市街地では、接道要件がクリアできないの

です。ゲートを作ることで一般の人が入れな

くなるので、公道と見なせなくなり、接道要件

に合致しなくなると判定されるのです。

日本で唯一、戸建住宅群で作られたゲー

テッド・コミュニティが関西にあります。芦屋

浜にある「ペルポート芦屋」で、私が企画に

関与した住宅地です。なぜこれができたかと

いうと、海に面していて、ヨットの係留付きの

住宅であり、海側については壁で囲う必要

がないことと、決定的な理由は、開発が行政

主導であったために、ゲートの内側の道路も

公道として認めたからです。よって、およそ

普遍化できる事例ではありませんが、日本で

は唯一の事例だと思います。

アメリカの事例を見ると、ゲーテッド・コミュ

ニティについては、住民の関わりが強くない

とできません。なぜかというと、ゲートには警

備員が常駐し、管理やメンテナンスにも費用

がかかり、その費用を住民が負担する必要

があるからです。よって、すべての居住者か

ら管理費を徴収するのです。日本の戸建て

住宅地において、管理費をすべての住民か

ら徴収するのは難しいでしょう。現状ではし

っかりとした住民組織があるところは少なく、

せいぜい町内会か自治会のところがほとん

どでしょう。それでは住民に「加入しない」と

いう人が居ても、加入を強制できません。す

べての住民を包摂し、資金を徴収し、ゲート

をつくり、セキュリティを維持するサスティナ

ビリティが確保できないのです。

■一団地認定

日本の居住区ですべての住民を巻き込ん

で、セキュリティを確保し、共同意識を確保

する一つの方策として、「一団地認定」があり

ます。この法制度が適用される典型例として

は、複数の住棟で構成される団地などがあり

ます。これによれば、全ての住民を強制的に

巻き込むことができますし、「接道不良」に関

しては、一団地認定することで、団地全体が

接道すれば良いので、違法状態を合法化

することができます。

■歩く＜まち＞

京都市では「歩くまち」が標榜されていま

すが、私がかねてから考えているのは、「歩

くまち」によって、多くの観光客をはじめとす

る人びとに歩いてもらい、ゆっくりとウィンドウ

ショッピングなどをしていただくことで〈まち〉

の商業的活性化を求めることを図るため、一

時的な歩行者天国などとするだけではなく、

もっと本格的に取り組んでいくための提案を

したいのです。

私の提案は、京都都心部の烏丸、四条と

いった大通りから、交差していく細街路入口

部分にゲートを設けることです。江戸時代に

は、町々には木戸門がありました。夜の 10

時には木戸門が閉められ、住民は潜り戸か

ら出入りしていました。私の提案は、徒歩は

いつでもフリーで通れるようにし、車両は住

民用か緊急車両ならば何らかのパスシステ

ムにより通過できるようにするのです。木戸

の管理は現状の町内会、つまり木戸の内側

の両側町で管理をするのです。

木戸門を付けて問題となるのは、接道要

件です。木戸門を作ると、その内側の方の

住戸は公道に接していないと見なされる可

能性があります。それを両側町全体で一団

地認定とすると、接道不良が法律的に解消

され、違反建築の合法化もともに図ることが

できます。

■一団地認定の適用

この構想を進めるには、インセンティブが

必要です。商業地域では、容積が 700-400

％で建坪率が 80 ％、高さ１５ｍ（大通り沿い

は３１ｍ）のところが多くなっています。それを

団体的拘束力の強化、速やかに耐火および

耐震の基準を満たすことを条件として、一団

地認定をおこない、つまり合法化させること

で改善促進に繋がることが期待できます。さ

らにボーナスとして、建替え、改修時に建ぺ

い率を緩和すれば、高さ制限の導入によっ

て既存不適格となった違法状態を解消する

ことができます。

■コミュニティからガバナンスへ

日本ではゲーテッド・コミュニティが難しい

のは先ほどお話しした通りですが、それは日

本の戸建住宅群で用いられる社会構築制

度では全員合意を原則としており、歯抜けが

生じてしまう可能性が高く、またルール違反

に対して強制力を持って是正することが困

難なのです。ただ、分譲マンションならば区

分所有法によって、住民はすべて管理組合

という組織に強制的に加入させられ、そのル

ールは管理組合全員に及ぶことになるので

す。よって、この区分所有法にそる団体的拘

束力を応用し、先ほど提案した「京都ゲーテ

ッド・コミュニティ構想」の居住区を管理すれ

ば実現に近づきます。このためには居住区

全体を町内で管理していくのです。

マンションには専有部分と共有部分があり

ます。戸建住宅群についても、木戸門や道

路を共有部分として、マンションの住民統治

の仕組みを既成市街地に適用するのです。

そうであれば、ルールを守らない人を厳しく

規制することもできます。

私が示すガバナンスとは、政治的社会性

の尊重です。町内会などをガバナンスを基

調とする主体、つまり費用を拠出し合い、維

持管理をし、すべてにおいて「合意形成＝

政治」をしていくことです。そして木戸の管理

のみならず、道路を行政から移管し、税源も

移譲すれば、公的政府に替わる「私的政府」

にもなり得るのです。人びと皆が一人の政治

家として参加するのが本当のデモクラシーな

のです。

■公共性から共同性へ

政治的観点から考えていく上で、昔は住

宅に風呂がある住宅は少数で、便所や台所

など全て共同でした。しかし現代では、そう

いった共同施設が個別の住宅に取り込まれ

て自己充足的になりました。その結果、他者

との関係は、どうでもよい目的の交流（親睦）

しか残らず、そして、そのような中で「政治」

は失われていったのです。「デモクラシー」と

いうならば、新たなタウンマネジメント構想に

より、再び共同する舞台を生み出すことが必

要ではないでしょうか。私が「政治」の理想を

考えるとき、

そこから違反建築や既存不適格の解消も視

野に入れられると思い、このような話をさせて

いただきました。



都住研では、第２０期（2013年９月１日～2014年８月31日）の会員を募集しております。

会費は、１０、０００円／年 です。

会員の方には・・・

■ニュースの送付（年３回）
■定例会のご案内（年３回）
■定例会の無料 （通常は500円）
■見学会のご案内（年数回）
■調査・研究内容の報告

ご入会の際は、以下の口座にお振り込み下さい。（事務局にご連絡いただければ幸いです）

京都銀行 紫野支店 普通 ３１９１３３３（口座名：都市居住推進研究会 ﾄｼｷｮｼﾞｭｳｽｲｼﾝｹﾝｷｭｳｶｲ）

●お問合せ／都市居住推進研究会 事務局（担当：大島）
〒604-8124 京都市中京区高倉通四条上ル帯屋町574 高倉ビル３Ｆ
TEL：０７５－２１１－８１５０ FAX：０７５－２１１－８１５３ URL： http://www.tjk-net.com/
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シェアする、新しい暮らし ～京だんらん 西陣千両ヶ辻～

「京だんらん」は、㈱八清が手がけるシェアハウスのシリーズです。「京だ

んらん西陣千両ヶ辻」は、西陣で生糸を商っていた築90年の京町家が、８人

が協働で暮らすシェアハウスとして新たなスタートを切りました。従前の中

庭や茶室・蔵などをできる限り残し、一方で入居者が交流する共用部分の

設備とデザインにこだわった改修が施されています。

「うなぎの寝床」の奥行き30ｍの土間がある町家は敷地約110坪という

大型町家。生活拠点になる母屋（建物部分）と蔵を含めた延べ約80坪の大

きな建物と菜園にもなる約37坪の庭を備えています。

水色を基調にしたキッチンは、「食と趣味」をテーマにしており、入居者が

裏庭で育てた野菜を調理することも可能。日当たりの良いダイニングで

は、入居者の方がお弁当を詰めておられました。ダイニングの隣にはちゃ

ぶ台とテレビのある茶の間があり、その向こうには手入れされた坪庭があ

ります。このこの坪庭に面する縁側には思わず腰かけたくなる椅子が用意

されていてくつろぎを演出しています。

家の蔵も入居者の共用空間。本棚が並ぶ1階は読書やちょっとした仕事

もできそうな机と椅子。棚には梅酒が漬けられていました。2階は趣味のス

ペースとして活用されており、毎年この界隈で9月に実施している「西陣千

両ヶ辻文化祭」では蔵を近所の方に開放したそうです。

これら全体の７割を占める共用空間とシンプ

ルなプライベートルーム。まさに、家族と暮らす住宅そのもの。廊下やちょっとしたコーナー

に椅子やテーブルが置かれ、個室の延長として共用空間があります。「私」と「シェア」の部

分がシームレスに繋がっていました。シェアのメリットを最大限に享受できる新しい賃貸住

宅は、人気の物件となっています。

京だんらん西陣千両ヶ辻 （京都市上京区大宮通今出川下る薬師町243番地）

京都の ここでは、京都の住まい・まちづくりに関するユニ

ークな、新しい取り組みを紹介します。

玄関の吹き抜けは明るく開放的な共用空間

日当たりの良いダイニング・キッチン

個室には「鹿ヶ谷かぼちゃ」など
京野菜の名前がついています


